
車両整備～車両整備： 車両整備に関する知識と対応 

 

職務遂行のための基準 

 

（点検及び整備に関する知識と対応） 

○ 事業用自動車の構造及び装置や点検・整備または改造に関する知識を保有し、定められた点検作業

を適切に行っている。  

○ 不良箇所の発見や点検・整備の具体的な方法、手順の判断がつかない場合、上司の指示を仰ぎ問題

を解決している。  

○ 車両整備のスタッフとして身に付けておくべき実用的な知識・スキルの向上に取り組んでいる。  

 

（整備に関わる最新動向の把握） 

○ 事業用自動車の保安基準の改正等に伴う自社の点検・整備方策に従っている。  

○ 自動車メーカーやディラー、専門誌等から点検・整備技術に関する情報を入手している。  

 

（必要な知識） 

１．コンプライアンス ・自動車点検基準 ・道路運送車両法 ・保安基準  

２．整備管理の実務 ・日常点検の実施方法の策定 ・随時必要な点検・整備 ・定期点検整備記録簿の

管理 ・車庫の管理  など  

３．関連技術分野の情報の入手  

４．関連法令改正等の情報の入手  

５．ステークホルダー 


